
 

 

 

 

 

 

 

この試験は、登米市において消防業務に従事する職員の採用試験です。 

 

１ 試験区分、職種、採用予定人員及び職務内容  

試験区分 職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

初 級 

(高等学校卒業程度) 
消 防 ５名程度 消防業務に従事します。 

 (注)採用予定人員は現時点での予定であり、今後変更になることがあります。 

 

２ 受験資格 

  下記(１)の資格を有し、(２)の欠格事項のいずれにも該当しない人であれば受験できます。 

（１） 資格 

試験区分 職 種 受   験   資   格 

初 級 消 防 平成１１年４月２日以降に生まれた人 

（２） 欠格事項  

   ア 日本の国籍を有しない人 

   イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

   ウ 本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

   エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 試験の方法 

  試験は、第１次試験、第２次試験、第３次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対

して行い、第３次試験は第２次試験の合格者に対して行います。 

（１） 第１次試験  

試 験 方  法 

教 養 試 験 

( ２時間 ) 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断・数的推

理及び資料解釈に関する高等学校卒業程度の一般知能について択一式に

よる筆記試験を行います。 

性格特性検査 
( ２０分 ) 

職務遂行に必要な適性について検査します。 

作 文 試 験 

( １時間 ) 

文章による表現力、内容構成等の能力について作文による筆記試験を行

います。 

令和７年度 

登米市消防職員採用試験(初級)実施要項 
******************************************************** 

申込受付期間 令和７年７月１日(火)～８月４日(月) 

第１次試験日 令和７年９月２１日(日) 



 ※ 第１次試験の合否は教養試験の結果のみで決定します。作文試験については、第１次試

験時に実施しますが、評価は第２次試験において行います。（第１次試験合格者のみを対象

に採点します） 

 

（２） 第２次試験 

試 験 方  法 

人 物 試 験 集団面接により主として人物について試験を行います。 

体 力 試 験 

瞬発力、動的持久力、敏捷性、全身持久力、平衡性、柔軟性について次の

５種目により試験を行います。 

①立ち幅跳び 

②上体起こし 

③腕立伏臥腕屈伸 

④時間往復走 

⑤５分間走 

身 体 検 査 

健康診断書提出方式で行います。 

視力及び色覚検査のほか、職務遂行に必要な健康度を有しているかについ

ての検査(血液検査、尿検査、心電図等)を受験者が医療機関に連絡のう

え、受診します(受診費用は受験者の負担となります。)。 

検査の基準は次のとおりです。 

項 目 基 準 

視  力 
両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であ

ること。 

色  覚 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 

聴  力 正常であること。 

その他 職務遂行に支障がなく、健康であること。 

※ 第２次試験は、作文試験、人物試験及び体力試験の合計得点と、健康診断書による審査の

結果によって評価し、合否を決定します。 

（３） 第３次試験 

試 験 方  法 

人 物 試 験 個別面接により主として人物について試験を行います。 

資 格 調 査 受験資格の有無、受験申込書記載事項の真否等について調査します。 

※ 第３次試験は、人物試験と資格調査の結果によって評価し、合否を決定します。 

 

４ 試験日時及び場所  

 日程や会場等が変更となる場合があります。 

最新情報は市公式ホームページ「職員採用情報」にてお知らせするとともに申込者へ通知し

ますので、随時ご確認ください。 

 



区 分 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

日 時 

令和７年９月２１日(日) 

  ９：００～ ９：３０ 受付 

９：５０～１１：５０ 教養試験 

１２：１０～１２：３０ 性格特性検査 

１３：３０～１４：３０ 作文試験 

令和７年１１月上旬 令和７年１１月下旬 

場 所 登米市役所迫庁舎大会議室 
第１次試験合格者に
通知します。 

第２次試験合格者に
通知します。 

 

５ 合格者の発表 

対象合格者 合格発表日 発表方法 

第１次試験合格者 令和７年１０月中旬 

各総合支所前掲示場及び市公式ホームページに

受験番号を掲示するほか、合格者に通知します。 
第２次試験合格者 令和７年１１月中旬 

最 終 合 格 者 令和７年１２月上旬 

 

６ 合格から採用までの手続き 

（１） 最終合格者は、採用候補者名簿に登録され、そのうちから採用者が決定されます。最終合

格者全員が採用されるとは限りません。 

（２） 採用は、令和８年４月１日の予定です。 

（３） 最終合格者のほかに補欠合格者を決定する場合があります。補欠合格者は、採用補欠候補

者として名簿登録され、欠員等が生じた場合に、必要に応じて成績順に採用を決定します。

なお、この名簿は４月以降の採用に対するものであり、有効期間は１年間です。(原則とし

て、４月１日付採用となりますので、４月１日から勤務できることを条件とします。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 給与・勤務条件等 

（１） 給与 

  職員の給与に関する条例に基づき決定されます。(下記は令和７年４月１日現在の初任給) 

試験区分 給料月額 その他の手当 

初 級 
１８８，０００円 

(高等学校新卒者の場合) 

左記の他に扶養手当、住居手当、通勤手当、期末

手当、勤勉手当等がそれぞれの支給要件に応じて

支給されます。 

※ 職務経験等がある場合は、一定の基準により調整の上、初任給が決定されます。 

※ 採用前に給与改定等があった場合にはその額によります。 



（２） その他の勤務条件 

勤務場所 

採用後は仙台市にある全寮制の宮城県消防学校に入校し、約１年間、消防士とし

て必要な基礎知識及び技能について教育訓練を受けます。その後、登米市消防本

部、消防署又は出張所に配属されます。 

勤務時間 

・毎日勤務 

 週休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までのうち、休憩時間を除く７時間 

４５分 

・交代制勤務（２日間） 

 午前８時３０分から翌日の午前８時３０分までのうち、休憩及び仮眠時間を除く１５ 

時間３０分 

休  暇 
１年間に２０日の年次有給休暇、妻の出産に関する休暇、男性職員の育児参加の

ための休暇、育児休業、慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇等の制度があります。 

 

８ 受験手続及び受付期間 

申込方法 

市のウェブサイト専用応募フォームからの申請を原則とします（電子申請）。詳

しくは、市公式ホームページをご覧ください。※電子申請が困難な場合は、登米

市総務部人事課までご相談ください。 

 

※最新情報は、市公式ホームページにて随時更新していきます。  

 

受験票 

について 

申込みが受理された申込者には、登録されたメールアドレスに受験票を送付しま

す。申込みから３営業日が経過しても受験票が届かない場合には、登米市総務部

人事課まで連絡をお願いします。 

受付期間 令和７年７月１日(火)から令和７年８月４日(月)まで 

 

９ その他 

（１） 受信設定確認のお願い 

あらかじめ、次に記載のメールアドレスからの受験案内メール等が受け取れる設定をお願

いします。セキュリティ設定や迷惑メールフィルタ機能により自動的に受信拒否となって

しまう可能性がありますので、必ず事前に受信設定の確認をお願いします。 

送信元メールアドレス：somu-jinji@city.tome.miyagi.jp 

（２） 第１次試験には次のものを持参してください。 

・受験票 

※メールにて受験票データをお送りしますので、当日は印刷の上持参してください。 

・筆記用具(ＨＢの鉛筆、消しゴム)、上履き・下足入れ 

※択一式の回答はマークシート方式です。 

（３）この試験についての問い合わせ先 

登米市消防本部消防総務課 

電話 ０２２０－２２－３１１９ 

受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 



郵送で問い合わせる場合は、必ず宛先明記の往復ハガキを使用するか、１１０円切手を貼った

宛先明記の返信用定形内封筒(長形３号)を同封してください。 


